
公

告

公
告
第
三
百
三
十
九
号

平
成
十
九
年
度
福
島
県
職
員
採
用
選
考
予
備
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

試
験
を
実
施
す
る
職
種

福
祉
、
醸
造
に
関
す
る
技
術
職
、
食
品
加
工
に
関
す
る
技
術
職
、
職
業
訓
練
指
導
員(

電
気)

二

試
験
期
日

平
成
十
九
年
八
月
二
十
日(

月)

三

受
験
申
込
受
付
期
間

平
成
十
九
年
七
月
二
日(

月)

か
ら
同
年
八
月
十
日(

金)

ま
で

四

受
付
窓
口
及
び
問
い
合
わ
せ
先

１

福
祉

福
島
県
保
健
福
祉
部
保
健
福
祉
総
務
領
域
総
務
企
画
グ
ル
ー
プ(

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号)

電
話(

〇
二
四)

五
二
一
│
七
二
一
九

２

醸
造
に
関
す
る
技
術
職
、
食
品
加
工
に
関
す
る
技
術
職
及
び
職
業
訓
練
指
導
員(

電
気)

福
島
県
商
工
労
働
部
商
工
総
務
領
域
総
務
企
画
グ
ル
ー
プ(

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号)

電
話(

〇
二
四)

五
二
一
│
七
二
六
九

(

人
事
領
域
人
事
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
三
百
四
十
号

平
成
十
九
年
度
福
島
県
職
員
採
用
選
考
予
備
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

試
験
を
実
施
す
る
職
種

原
子
力
、
職
業
訓
練
指
導
員(

観
光)

、
言
語
聴
覚
士

二

試
験
期
日

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日(

火)

三

受
験
申
込
受
付
期
間

平
成
十
九
年
七
月
二
十
三
日(

月)

か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日(

金)

ま
で

四

受
付
窓
口
及
び
問
い
合
わ
せ
先

１

原
子
力

福
島
県
生
活
環
境
部
県
民
環
境
総
務
領
域
総
務
企
画
グ
ル
ー
プ(

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号)

電
話(

〇
二
四)

五
二
一
│
七
一
五
五

２

職
業
訓
練
指
導
員(

観
光)

福
島
県
商
工
労
働
部
商
工
総
務
領
域
総
務
企
画
グ
ル
ー
プ(

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号)

電
話(

〇
二
四)

五
二
一
│
七
二
六
九

３

言
語
聴
覚
士

福
島
県
保
健
福
祉
部
保
健
福
祉
総
務
領
域
総
務
企
画
グ
ル
ー
プ(

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号)

電
話(

〇
二
四)

五
二
一
│
七
二
一
九

(

人
事
領
域
人
事
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
三
百
四
十
一
号

平
成
十
九
年
度
福
島
県
育
休
任
期
付
職
員
採
用
候
補
者
登
録
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

試
験
を
実
施
す
る
職
種

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
六
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
る
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
職

二

登
録
予
定
人
員

一
般
事
務

四
十
名
程
度

保
育
士

一
名
程
度

獣
医
師

一
名
程
度

建

築

一
名
程
度
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

公

告

○
平
成
十
九
年
度
福
島
県
職
員
採
用
選
考

予
備
試
験
を
実
施
す
る
件
二
件

四
五
二

○
平
成
十
九
年
度
福
島
県
任
期
付
職
員
採

用
候
補
者
登
録
試
験
を
実
施
す
る
件

四
五
二

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

四
五
三

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件
三
件

四
五
三

○
種
畜
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
通
報
が

あ
っ
た
件

四
五
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

四
五
九

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い

て
届
出
が
あ
っ
た
件

四
六
〇

○
公
共
測
量
を
実
施
す
る
件

四
六
〇

正

誤

○
平
成
十
九
年
六
月
一
日
付
け
定
例
第
千

八
百
八
十
号
中

四
六
〇



農

業

一
名
程
度

林

業

二
名
程
度

畜

産

一
名
程
度

農
業
土
木

一
名
程
度

土

木

一
名
程
度

三

試
験
期
日

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日(

火)

四

受
験
申
込
受
付
期
間

平
成
十
九
年
六
月
二
十
二
日(

金)

か
ら
同
年
七
月
二
十
日(

金)

ま
で

五

受
付
窓
口

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
採
用
給
与
グ
ル
ー
プ(

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

電
話(

〇
二

四)

五
二
一
│
七
五
九
〇)

六

問
い
合
わ
せ
先

福
島
県
総
務
部
人
事
領
域
人
事
グ
ル
ー
プ(

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

電
話(

〇
二
四)

五

二
一
│
七
〇
三
三)

又
は
福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
採
用
給
与
グ
ル
ー
プ(

福
島
市
杉
妻
町
二
番

十
六
号

電
話(

〇
二
四)

五
二
一
│
七
五
九
〇)

(

人
事
領
域
人
事
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
三
百
四
十
二
号

平
成
十
九
年
商
業
統
計
調
査
電
子
計
算
機
処
理
業
務
委
託
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札

を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
。
以
下

｢

財
務
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

件
名
及
び
数
量

平
成
十
九
年
商
業
統
計
調
査
電
子
計
算
機
処
理
業
務

一
式

２

業
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３

履
行
期
間

契
約
締
結
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

４

履
行
場
所

仕
様
書
に
よ
る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
を
次
に
掲
げ
る

場
所
に
提
出
し
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
。

な
お
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
七
日(

水)

午
後
五
時
ま
で
に
当
該
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き

は
、
当
該
資
格
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

郵
便
番
号
九
六
〇
│
八
六
七
〇

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

福
島
県
企
画
調
整
部
情
報
統
計
領
域
統
計
調
査
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
二
四
│
五
二
一
│
七
一
四
七

四

契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

１

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

三
に
掲
げ
る
場
所

に
同
じ
。

２

入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日(

火)

午
前
十
時
三
十
分

福
島

県
庁
西
庁
舎
八
階
八
〇
一
会
議
室(

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号)

３

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
九
年
七
月
十
一
日(

水)

午
後
一
時
三
十
分

福

島
県
自
治
会
館
七
階
七
〇
一
会
議
室(

福
島
県
福
島
市
中
町
八
番
二
号)

４

そ
の
他

郵
便
に
よ
る
入
札
は
、
不
可
と
す
る
。

五

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

１

入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
三
以
上
の
額
の
入
札
保

証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
各
号
に
該

当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。

２

契
約
保
証
金

落
札
者
は
、
契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。

六

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
封
印
し
た
入
札
書
を
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
提
出
し
た
書
類
に

関
し
、
福
島
県
知
事
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

入
札
の
無
効

二
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

八

そ
の
他

１

入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の

五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る

課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

４

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(

情
報
統
計
領
域
統
計
調
査
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
三
百
四
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
一
日

二

名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｏ

Ｂ
ｏ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ

三

代
表
者
の
氏
名

神
山

義
久

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
久
留
米
五
丁
目
百
七
十
一
番
地
の
一

エ
ス
テ
ー
ト
ビ
ュ
ー
Ｃ
一
〇
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
を
担
う
人
達
に
向
け
て
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
等
に
よ
り
交
流
の
機
会
を
提

供
す
る
と
と
も
に
慈
善
活
動
等
を
行
い
、
地
域
の
発
展
や
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
三
百
四
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
三
十
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
南
山
匠
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

大
橋

仁
一
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
会
下
甲
三
千
二
百
七
十
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
他
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
地
域
社
会
活
動
団
体
等
と

連
携
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
・
環
境
保
全
・
伝
統
技
術
の
継
承
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、

建
築
技
術
の
専
門
知
識
を
活
用
し
な
が
ら
、
地
域
の
良
好
な
住
環
境
及
び
社
会
基
盤
の
維
持
・
保
全

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
三
百
四
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
四
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
西
会
津
ま
ち
づ
く
り
応
援
隊

三

代
表
者
の
氏
名

齋
藤

孔
男

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
桜
木
前
乙
百
七
十
四
番
地
四

西
会
津
テ
レ
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

内
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
西
会
津
地
域
及
び
住
民
に
対
し
て
、
町
の
環
境
整
備
支
援
、
活
動
団
体
・
グ
ル
ー

プ
支
援
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
各
団
体
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
点
と
し
て
役
割
を
果
た
し
、

西
会
津
町
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
三
百
四
十
六
号

家
畜
改
良
増
殖
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
種
畜
証
明
書

の
交
付
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
通
報
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

血

統

飼

養

者

種

畜

家
畜

証
明
書

の
種

品
種

名

前

産
地

父

氏
名
又

番

号

類

住

所

は
名
称

母

Ｅ
ｌ
ｙ

Ｒ
ｅ
ｖ

西
白
河

平
十
九

ヨ
ー

Ｇ
ｒ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ

ｉ
ｖ
ａ
ｌ
６

郡
西
郷

独
立
行
政

福
島
県

豚

ク
シ

ａ
ｎ
ｋ

Ｒ
ｅ

英
国

村
大
字

法
人
家
畜

一
第
一

ャ
ー

ｖ
ｉ
ｖ
ａ
ｌ

Ｇ
ｒ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ａ

小
田
倉

改
良
セ
ン

号

種

(

１
２
│
１
２)

ｎ
ｋ

Ｗ
ｏ
ｏ
ｄ

字
小
田

タ
ー

ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｓ

Ｌ

倉
原
一

ａ
ｄ
ｙ
４

Ｃ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｆ

ｉ
ｅ
ｌ
ｄ

Ｒ
ａ

平
十
九

ヨ
ー

Ｄ
ｅ
ｇ
ｉ
ｏ
ｒ

ｊ
ａ
ｈ
１
１
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福
島
県

豚

ク
シ

ｇ
ｉ
ｏ

Ｒ
ａ

英
国

同

同

一
第
二

ャ
ー

ｊ
ａ
ｈ
３
２

Ｄ
ａ
ｐ
ｐ
ｌ
ｅ
ｈ

号

種

(

１
６
│
１
２)

ｅ
ａ
ｔ
ｈ

Ｆ
ａ

ｉ
ｒ

Ｌ
ａ
ｄ
ｙ

７Ｃ
ｅ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ａ

平
十
九

ヨ
ー

Ｃ
ｅ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ

ｎ

Ｍ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ

福
島
県

豚

ク
シ

ａ
ｎ

Ｍ
ｉ
ｓ

英
国

ｉ
ｅ
ｆ
１
７

同

同

一
第
三

ャ
ー

ｃ
ｈ
ｉ
ｅ
ｆ
２

号

種

０(
６
│
６)

Ｃ
ｅ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ａ

ｎ

Ｓ
ｉ
ｌ
ｋ

ク
ニ

ロ
ビ
ン

ロ
ー
ヤ
ル

８
９

平
十
九

ヨ
ー

エ
ー
ア
イ

ロ

│
４
５
１
７

福
島
県

豚

ク
シ

ビ
ン

ラ
ジ
ャ

福
島

同

同

一
第
四

ャ
ー

ー

０
６
│
１

エ
ー
ア
イ

ウ
エ

号

種

５
０
６

ス
タ
ン

ラ
ジ
ャ

ー

０
４
│
１
６

０
１

ク
ニ

ヒ
ス
ト
ン

ラ
ジ
ャ
ー

９

平
十
九

ヨ
ー

エ
ー
ア
イ

ク

３
│
４
５
１
７

福
島
県

豚

ク
シ

ニ

ラ
ジ
ャ
ー

福
島

同

同

一
第
五

ャ
ー

０
６
│
１
５

イ
ン
ビ
ト
ロ

フ

号

種

０
７

ァ
ー
デ
ル

ラ
ジ

ャ
ー

０
５
│
１

６
１
０

ク
ニ

ヒ
ス
ト
ン

ラ
ジ
ャ
ー

９

平
十
九

ヨ
ー

エ
ー
ア
イ

ク

３
│
４
５
１
７

福
島
県

豚

ク
シ

ニ

ラ
ジ
ャ
ー

福
島

同

同

一
第
六

ャ
ー

０
６
│
１
５

イ
ン
ビ
ト
ロ

フ

号

種

０
８

ァ
ー
デ
ル

ラ
ジ

ャ
ー

０
５
│
１

６
１
０

ク
ニ

ヒ
ス
ト
ン

ラ
ジ
ャ
ー

９

平
十
九

ヨ
ー

エ
ー
ア
イ

ク

３
│
４
５
１
７

福
島
県

豚

ク
シ

ニ

ラ
ジ
ャ
ー

福
島

同

同

一
第
七

ャ
ー

０
６
│
１
５

イ
ン
ビ
ト
ロ

フ

号

種

０
９

ァ
ー
デ
ル

ラ
ジ

ャ
ー

０
５
│
１

６
０
８

平
十
九

ラ
ン

２
３
７

エ
ム

２
３
７

エ
ム
シ

福
島
県

ド
レ

シ
ー

８
１
│

ア
メ

ー

７
０
│
１
０

一
第
八

豚

ー
ス

７

リ
カ

同

同

号

種

ラ
ナ

エ
ム
テ
ー

２
０
│
５

平
十
九

ラ
ン

ア
イ
ア
ン

マ
ン

福
島
県

ド
レ

ア
イ
ア
ン

マ

ア
メ

３
１
１
│
１

一
第
九

豚

ー
ス

ン

４
３
９
│

リ
カ

同

同

号

種

１

ケ
ー
ト

４
３
２

│
９

サ
ン
プ
ソ
ン

４

平
十
九

ラ
ン

エ
ー
ア
イ

サ

８
│
１

福
島
県

ド
レ

プ
ソ
ン

バ
ー

一
第
十

豚

ー
ス

ブ

０
６
│
６

福
島

エ
ー
ア
イ

カ
ー

同

同

号

種

０
２
０

ル
ス
ト
ー
プ

バ

ー
ブ

０
４
│
７

０
０
９

フ
ル

コ
ー
ト

平
十
九

大
ヨ

ク
ラ
イ
オ

フ

１
４
│
２

福
島
県

ー
ク

ル

ダ
ブ
ル

一
第
十

豚

シ
ャ

０
５
│
１
３
０

福
島

ボ
ー
ソ
ー

ダ
ブ

同

同

一
号

ー
種

４

ル

０
１
│
１
２

５
７
０
│
１
３
３

１
６
│
１
│
１

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

平成19年６月12日 火曜日 福 島 県 報 第1883号 455



平
十
九

大
ヨ

エ
ー
ア
イ

チ

ボ
ー
イ

６
│
１

福
島
県

豚

ー
ク

ャ
ン
ピ
オ
ン

福
島

同

同

一
第
十

シ
ャ

ダ
ブ
ル

０
６

ク
ラ
イ
オ

フ
ル

二
号

ー
種

│
１
３
０
７

ダ
ブ
ル

０
５

│
１
４
０
２

６
４
６

エ
ク
ス

平
十
九

エ
ー
ア
イ

エ

プ
レ
ス

ブ
ラ
ッ

福
島
県

デ
ュ

ク
ス
プ
レ
ス

ク

サ
プ
ラ
イ
ズ

一
第
十

豚

ロ
ッ

ボ
ー
ル

０
５

福
島

同

同

三
号

ク
種

│
８
０
０
５

フ
レ
ッ
シ
ュ

ボ

ー
ル

０
３
│
９

０
７
０

８
６
３

フ
ェ
ニ

平
十
九

エ
ー
ア
イ

フ

ッ
ク
ス

パ
ワ
ー

福
島
県

デ
ュ

ェ
ニ
ッ
ク
ス

ア
ー
ル

一
第
十

豚

ロ
ッ

リ
タ
ー
ン

０

福
島

同

同

四
号

ク
種

５
│
８
０
２
７

サ
プ
ラ
イ
ズ

コ

ー
ベ

リ
タ
ー
ン

６
６
５

平
十
九

東
末
博

福
島
市

福
島
県
酪

福
島
県

牛

黒
毛

修
羅
雪
１

福
島

五
月
町

農
業
協
同

一
第
十

和
種

ゆ
ふ
う
い
ん

一
〇
│

組
合

五
号

一
七

平
十
九

第
６
金
高

福
島
県

牛

黒
毛

神
福
３

福
島

同

同

一
第
十

和
種

ふ
く
ひ
め

六
号

平
十
九

茂
重
波

二
本
松

福
島
県

牛

黒
毛

茂
重

福
島

市
初
森

有
限
会
社

三
第
一

和
種

き
く
ま
さ
ゆ
う

八
斗
田

エ
ム
牧
場

号

六
六

平
十
九

糸
藤

あ
ぶ
く
ま

福
島
県

牛

黒
毛

新
糸
安

福
島

同

牧
牛
利
用

三
第
二

和
種

第
６
ふ
じ
な
み

組
合

号平
十
九

平
茂
勝

福
島
市

吾
妻
高
原

福
島
県

牛

黒
毛

英
茂
勝

福
島

在
庭
坂

牧
場
利
用

三
第
三

和
種

ふ
く
こ

字
上
川

組
合

号

原
五

平
十
九

東
平
茂

福
島
県

牛

黒
毛

都
東

福
島

同

同

三
第
四

和
種

ふ
く

号

郡
山
市

平
十
九

東
平
茂

日
和
田

福
島
県
農

福
島
県

牛

黒
毛

景
東

福
島

町
高
倉

業
総
合
セ

三
第
五

和
種

字
下
中

ン
タ
ー

号

す
み
え

道
一
一

六

平
十
九

第
５
隼
福

福
島
県

牛

黒
毛

照
隼
福

福
島

同

同

三
第
六

和
種

あ
き
こ
２

号平
十
九

北
国
７
の
８

福
島
県

牛

黒
毛

登
美
貴

福
島

同

同

三
第
七

和
種

す
み
こ

号平
十
九

北
国
７
の
８

福
島
県

牛

黒
毛

日
本
桜

福
島

同

同

三
第
八

和
種

あ
や

号平
十
九

第
６
金
高

福
島
県

牛

黒
毛

福
寿
幸

福
島

同

同

三
第
九

和
種

ゆ
ふ
う
い
ん

号
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平
十
九

第
５
隼
福

福
島
県

牛

黒
毛

隼
平
茂

福
島

同

同

三
第
十

和
種

か
わ
ひ
め
１

号平
十
九

糸
清
水

福
島
県

牛

黒
毛

美
華
清
水

福
島

同

同

三
第
十

和
種

み
か

一
号

平
十
七

第
７
糸
桜

福
島
県

牛

黒
毛

第
７
藤
桜

福
島

同

同

三
第
十

和
種

第
６
ふ
じ
な
み

二
号

平
十
八

平
茂
勝

福
島
県

牛

黒
毛

第
１
勝
光

福
島

同

同

三
第
十

和
種

ゆ
ふ
う
い
ん

三
号

平
十
九

東
平
茂

福
島
県

牛

黒
毛

福
東

福
島

同

同

三
第
十

和
種

ふ
く

四
号

平
十
九

平
茂
勝

福
島
県

牛

黒
毛

安
勝
栄

福
島

同

同

三
第
十

和
種

ま
さ
み

五
号

平
十
九

平
茂
勝

福
島
県

牛

黒
毛

平
勝
栄

福
島

同

同

三
第
十

和
種

ま
さ
み

六
号

平
十
九

福
栄

福
島
県

牛

黒
毛

福
福
栄

福
島

同

同

三
第
十

和
種

さ
く
ら
こ

七
号

平
十
九

平
茂
勝

福
島
県

牛

黒
毛

喜
多
平
茂

福
島

同

同

三
第
十

和
種

み
ら
い

八
号

平
十
九

景
東

福
島
県

牛

黒
毛

景
安
華

福
島

同

同

三
第
十

和
種

み
か

九
号

平
十
九

景
東

福
島
県

牛

黒
毛

景
安
波

福
島

同

同

三
第
二

和
種

ふ
く
か
ね

十
号

平
十
九

平
茂
勝

福
島
県

牛

黒
毛

勝
隼
茂

福
島

同

同

三
第
二

和
種

な
つ
い

十
一
号

平
十
九

平
茂
勝

福
島
県

牛

黒
毛

小
町
平
茂

福
島

同

同

三
第
二

和
種

ふ
じ
は
な

十
二
号

平
十
九

景
東

福
島
県

牛

黒
毛

拳
志
郎
２
６

福
島

同

同

三
第
二

和
種

さ
く
ら

十
三
号

平
十
九

景
東

福
島
県

牛

黒
毛

拳
志
郎
２
７

福
島

同

同

三
第
二

和
種

さ
く
ら

十
四
号

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
１
│
２
９
│
１
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平
十
九

ラ
ン

０
３
フ
ク
チ
ク

２
０
│
６
９
４
１

福
島
県

ド
レ

２
│
９
│
２
６

６

三
第
二

豚

ー
ス

│
７
│
７
０
３

福
島

同

同

十
五
号

種

０
４

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
４
│
６
２
│
２

１
８
│
６
９
４
３

００
２
フ
ク
チ
ク
２

│
１
０
│
５
２
│

平
十
九

ラ
ン

０
３
フ
ク
チ
ク

９
８
│
６
９
４
１

福
島
県

ド
レ

２
│
１
１
│
２

２

三
第
二

豚

ー
ス

７
│
３
２
│
７

福
島

同

同

十
六
号

種

０
３
１
５

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
１
│
３
０
│
３

３
６
│
６
９
４
５

１０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
８
│
６
０
│
２

平
十
九

ラ
ン

０
３
フ
ク
チ
ク

５
３
│
６
９
４
４

福
島
県

豚

ド
レ

２
│
１
３
│
２

福
島

０

同

同

三
第
二

ー
ス

１
│
１
１
３
│

十
七
号

種

７
０
３
５
４

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
３
│
３
３
│
２

７
│
６
９
４
０
３

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
１
０
│
４
４
│

平
十
九

ラ
ン

０
３
フ
ク
チ
ク

１
２
８
│
６
９
４

福
島
県

ド
レ

２
│
７
│
５
７

１
９

三
第
二

豚

ー
ス

│
１
５
３
│
７

福
島

同

同

十
八
号

種

０
３
７
９

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
９
│
４
８
│
２

４
３
│
６
９
４
３

６０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
１
０
│
４
４
│

平
十
九

ラ
ン

０
３
フ
ク
チ
ク

１
２
８
│
６
９
４

福
島
県

ド
レ

２
│
７
│
３
９

１
９

三
第
二

豚

ー
ス

│
１
６
４
│
７

福
島

同

同

十
九
号

種

０
３
８
４

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
１
│
６
５
│
２

０
６
│
６
９
４
２

８０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
１
│
３
０
│
３

平
十
九

ラ
ン

０
３
フ
ク
チ
ク

３
９
│
６
９
４
５

福
島
県

ド
レ

２
│
２
│
６
０

２

三
第
三

豚

ー
ス

│
２
２
６
│
７

福
島

同

同

十
号

種

０
４
２
１

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
９
│
４
７
│
２

８
７
│
６
９
４
４

５０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
６
│
３
７
│
２

平
十
九

ラ
ン

０
３
フ
ク
チ
ク

７
２
│
６
９
４
４

福
島
県

ド
レ

２
│
１
２
│
２

３

三
第
三

豚

ー
ス

５
│
２
８
４
│

福
島

同

同

十
一
号

種

７
０
４
４
６

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
４
│
２
３
│
１

８
２
│
６
９
４
２

４０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
１
│
２
９
│
１

平
十
九

ラ
ン

０
３
フ
ク
チ
ク

２
０
│
６
９
４
１

福
島
県

ド
レ

２
│
９
│
４
８

６

三
第
三

豚

ー
ス

│
２
６
９
│
７

福
島

同

同

十
二
号

種

０
４
４
０

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
９
│
４
８
│
２

４
７
│
６
９
４
３

８０
２
フ
ク
チ
ク
２
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│
６
│
３
７
│
２

平
十
九

ラ
ン

０
３
フ
ク
チ
ク

７
２
│
６
９
４
４

福
島
県

ド
レ

２
│
１
２
│
２

３

三
第
三

豚

ー
ス

９
│
２
９
６
│

福
島

同

同

十
三
号

種

７
０
４
５
５

０
２
フ
ク
チ
ク
２

│
１
│
３
０
│
３

３
３
│
６
９
４
５

００
３
フ
ク
チ
ク
２

│
６
│
５
１
│
１

平
十
九

ラ
ン

０
５
フ
ク
シ
マ

８
６
│
７
０
３
９

福
島
県

ド
レ

エ
ル
２
│
１

９

三
第
三

豚

ー
ス

５
│
６
７
│
９

福
島

同

同

十
四
号

種

９
│
７
１
│
８

０
３
フ
ク
チ
ク
２

４
６

│
９
│
４
８
│
２

６
２
│
７
０
４
３

７０
３
フ
ク
チ
ク
２

│
３
│
４
１
│
１

平
十
九

ラ
ン

０
５
フ
ク
シ
マ

６
８
│
７
０
３
８

福
島
県

豚

ド
レ

エ
ル
２
│
１

福
島

７

同

同

三
第
三

ー
ス

│
４
５
│
２
５

十
五
号

種

０
│
７
１
９
３

０
３
フ
ク
チ
ク
２

６

│
２
│
４
５
│
７

４
│
７
０
３
３
７

０
３
フ
ク
チ
ク
２

│
２
│
４
５
│
７

平
十
九

ラ
ン

０
５
フ
ク
シ
マ

８
│
７
０
３
４
０

福
島
県

豚

ド
レ

エ
ル
２
│
７

福
島

同

同

三
第
三

ー
ス

│
５
２
│
３
４

０
３
フ
ク
チ
ク
２

十
六
号

種

２
│
７
１
９
４

│
１
│
３
６
│
２

７

５
４
│
７
０
４
３

３ア
イ
リ
ス

ダ
ブ

ル
２

０
２
│
１

平
十
九

大
ヨ

ア
イ
リ
ス

ダ

８
０
７
０
３

福
島
県

豚

ー
ク

ブ
ル
２
０
４
│

福
島

同

同

三
第
三

シ
ャ

１
７
０
７
０
８

ア
イ
リ
ス

ダ
ブ

十
七
号

ー
種

ル
２

０
２
│
１

８
０
６
１
０

(

生
産
流
通
領
域
畜
産
振
興
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
三
百
四
十
七
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

田
人
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

油
座

久

い
わ
き
市
田
人
町
旅
人
字
道
伝
四
八
番
地
の
一

同

齋
藤

秀
雄

同

市
田
人
町
黒
田
字
赤
仁
田
九
二
番
地

同

蛭
田

光
二

同

市
田
人
町
貝
泊
字
戸
草
一
番
地

同

蛭
田

政
芳

同

市
田
人
町
荷
路
夫
字
山
口
乙
八
六
番
地

同

斎
藤

勇
次

同

市
田
人
町
荷
路
夫
字
間
明
沢
六
六
番
地

同

齋
藤

哲

同

市
田
人
町
黒
田
字
天
ノ
川
一
二
一
番
地

同

緑
川

弥
博

同

市
田
人
町
黒
田
字
戸
ノ
内
七
二
番
地

同

緑
川

惠

同

市
田
人
町
旅
人
字
下
坪
九
番
地

同

角
田

利
夫

同

市
田
人
町
貝
泊
字
井
出
二
〇
番
地

監
事

蛭
田

傳

同

市
田
人
町
旅
人
字
下
平
石
一
四
二
番
地

同

蛭
田

一
衛

同

市
田
人
町
黒
田
字
平
草
六
一
番
地

同

緑
川

純
一

同

市
田
人
町
旅
人
字
下
坪
六
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

油
座

久

い
わ
き
市
田
人
町
旅
人
字
道
伝
四
八
番
地
の
一

同

齋
藤

秀
雄

同

市
田
人
町
黒
田
字
赤
仁
田
九
二
番
地

同

蛭
田

光
二

同

市
田
人
町
貝
泊
字
戸
草
一
番
地

同

蛭
田

政
芳

同

市
田
人
町
荷
路
夫
字
山
口
乙
八
六
番
地

同

斎
藤

勇
次

同

市
田
人
町
荷
路
夫
字
間
明
沢
六
六
番
地

同

齋
藤

哲

同

市
田
人
町
黒
田
字
天
ノ
川
一
二
一
番
地

同

緑
川

弥
博

同

市
田
人
町
黒
田
字
戸
ノ
内
七
二
番
地

同

緑
川

惠

同

市
田
人
町
旅
人
字
下
坪
九
番
地
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷

古紙配合率100％再生紙を
使用しています

四
百
二

十
八

ペ
ー
ジ

上 段

後
ろ
か

ら
十
一

行

福
島
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会

条
例

正

福
島
県
留
置
施
設
視
察
委
員
条

例

誤

同

角
田

利
夫

同

市
田
人
町
貝
泊
字
井
出
二
〇
番
地

監
事

蛭
田

傳

同

市
田
人
町
旅
人
字
下
平
石
一
四
二
番
地

同

蛭
田

一
衛

同

市
田
人
町
黒
田
字
平
草
六
一
番
地

同

緑
川

純
一

同

市
田
人
町
旅
人
字
下
坪
六
番
地(

農
村
整
備
領
域
農
村
計
画
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
三
百
四
十
八
号

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
事
業
を
行

地
区
名

土
地
改
良
事

施
行
認
可
年
月
日

工
事
の
完
了
年
月
日

っ
た
者
の
名
称

業
の
種
類

安
積
疏
水
土
地
改
良

安
積
疏

農
業
用
河
川
工

平
成
一
七
年
八
月

平
成
一
九
年
三
月
三

区

水

作
物
応
急
対
策

二
四
日

〇
日

(

農
業
用
道
路

横
断
工
作
物
緊

急
対
震
対
策)

た
む
ら
農
業
協
同
組

富
沢
第

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
三
年
八
月

平
成
一
九
年
三
月
三

合

２

(

区
画
整
理)

二
〇
日

〇
日

三
春
町

三
春
北

農
村
総
合
整
備

平
成
一
一
年
九
月

平
成
一
七
年
三
月
三

部

(

集
落
型)

二
四
日

一
日

同

三
春

地
域
環
境
保
全

平
成
一
六
年
一
〇

平
成
一
八
年
九
月
二

型
農
業
推
進
総

月
二
〇
日

九
日

合
整
備

田
村
市

宇
道

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
一
年
二
月

平
成
一
九
年
三
月
二

(

農
道)

一
八
日

七
日

同

一
本
松

農
道
整
備

平
成
九
年
六
月
一

平
成
一
九
年
三
月
三

九
日

〇
日

玉
川
村

蜂
ノ
巣

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
一
年
一
一

平
成
一
九
年
三
月
二

(

農
道)

月
一
日

六
日

平
田
村

北
田

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
一
年
八
月

平
成
一
八
年
一
一
月

(

農
道)

三
〇
日

八
日

(

農
村
整
備
領
域
農
村
計
画
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
三
百
四
十
九
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
公
共
測
量
を
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
長
坂
地
内

二

測
量
期
間

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
ま
で

三

作
業
の
種
類

公
共
測
量(

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
の
確
定
測
量
に
伴
う
基
準
点
測
量)

(

農
村
整
備
領
域
農
業
基
盤
整
備
グ
ル
ー
プ)

正

誤

○
平
成
十
九
年
六
月
一
日
付
け
定
例
第
千
八
百
八
十
号
中
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